
+ 

              

                              

 

 

 

     

第７７号 １２・２０発行 

２０２３（令和５）年 

 
発行  別府市人権啓発センター 

〒874‐0919 別府市石垣東１０丁目７番５号 
ＴＥＬ    0977‐23‐6163 
ＦＡＸ    0977‐23‐6226 
Ｅ-ＭＡＩＬ  beppu-jinken@tuba.ocn.ne.jp 

１０月・１１月の主な活動の様子 

 １１月１４日（火）の第６回は、原野 彰子さんを講師にお迎えして『絵手紙』

教室を開催しました。今回はクリスマスと年賀状をテーマに季節の花や果物・

野菜、サンタクロースや来年の干支の置物などを題材に作成しました。原野

さんは最初に、絵手紙を描くことに絵の上手下手は必要なく、また野菜・果物

はヘタから描くとバランスの取れた良い絵手紙ができることを例えて「ヘタ（下

手）がいい ヘタ（下手）でいい」とお話ししてくださいました。その言葉のおかげ

で皆さんの描く絵手紙が、とても色鮮やかで世界に一つだけの素敵な作品づ

くりに繋がっていることを改めて感じました。 

 参加してくださった皆様、誠にありがとうございました。 

 １月 ９日（火）の第７回は、新聞紙・チラシ・包装紙などの印刷物使って作

る「もったいないアート」教室を、２月１３日（火）の第８回は、「香水づくり」教室

を開催します。 

ぜひご参加ください。 

 第６回 じんけんふれあい教室 

 第４回・第５回 市民人権講座 

 

 
 １０月２５日（水）の第４回は、大分大学医学部非常勤講師の宮崎 史子さ

んを講師にお迎えして『人の権利と医療』と題して医療をめぐる人権問題につ

いてお話をしていただきました。大学卒業後、医学部で看護師から助手、講

師、准教授としてご活躍の中、２０１６（平成２８）年に重い病気を患い、主治

医の先生方に励まされながら療養生活を送っていく中で出合った偏見や差

別体験をお話しくださいました。 

 また、その人の権利の尊重が、なぜ医療のあらゆる場で必要なのか、その

人の権利の尊重とレジリエンスとの関連についても詳しく分かりやすく説明くだ

さいました。 

参加してくださった皆様、誠にありがとうございました。 
 

 １１月２２日（水）の第５回は、NPO 法人えばの会代表の吉本 寛子さんを講

師にお迎えして『女性の人権を取りまく状況～DV・セクハラ・性暴力～』と題し

て女性の人権問題についてお話をしていただきました。１９９３（平成５）年の

「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」から２０２３（令和５）年の「改正 DV

防止法」までの法制定の流れや、DVの３つの特徴、被害を受ける方、危害を

加える方に見えてくるそれぞれの特徴についてお話しくださいました。また、パ

ートナーと対等な関係を構築していくことの重要性や、DV 被害に遭った時の

相談先や相談方法などについても詳しく分かりやすく説明くださいました。 

参加してくださった皆様、誠にありがとうございました。 

１月２４日（水）の第６回は、２０２２(令和４)年に公開された映画「破戒」(部

落差別問題)を上映いたします。 

ぜひご参加ください。 

第４回 

 

 

第５回 
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★ 市民人権講座 ★ 
１月２４日（水） ９：３０～１２：００ 

   映画「破戒」（１１９分／２０２２年）【字幕あり】 

（部落差別問題） 
 

★ じんけんふれあい教室 ★ 
１月  9 日（火）１０：００～１２：００ 

  「もったいないアート」教室（負担金 300 円） 

（講師）   竹川 美砂恵さん 
 

２月１３日（火）１０：００～１２：００ 

  「香水づくり」教室（負担金 1,250 円） 

（講師） 大分香りの博物館 

大津留 聡さん 

～１月・２月の行事予定～ 

 

１２月３日 ～ ９日は「障害者週間」 
 

２００４（平成１６）年６月に障害者基本法が改正され、それまで１２月９日を「障害者の日」
と定めていた事から、１２月３日～９日までの１週間を「障害者週間」にすると改められまし
た。１２月９日は、１９７５（昭和５０）年に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日
であり、国際障害者年を記念して、１９８１（昭和５６）年１１月２８日に国際障害者年推進本
部が１２月９日を「障害者の日」とすることに決定しました。一方、１２月３日は、１９８２（昭
和５７）年に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念し
て１９９２（平成４）年の第４７回国連総会において、１２月３日を「国際障害者デー」とする
ことが宣言されています。「国際障害者デー」である１２月３日から「障害者の日」である１２
月９日までの１週間を１９９５（平成７）年６月２７日に障害者施策推進本部が「障害者週間」
とすることに決定しました。 
この期間を中心に、障がいや、障がいのある人に対する国民の関心と理解を深めるとともに障

がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するための啓
発行事が全国で毎年行われています。 

 

１２月４日 ～ １０日は「人権週間」  
世界人権宣言は、１９４８（昭和２３）年１２月１０日の国際連合第３回総会において、全て

の人民と国とが達成すべき共通の基準として採択されました。この宣言は、基本的人権尊重の原
則を定めたものであり、初めて人権保障の目標や基準を国際的にうたった画期的なものです。採
択日である１２月１０日は、「人権デー（Human Rights Day）」と定められています。   
日本では、この日に先立つ 1 週間を人権週間としていて、大分県内を 

はじめ全国各地で、さまざまな人権啓発活動が行われています。 

この機会に、皆さんも「人権」について改めて考えてみませんか？ 
  
１２月１０日 ～ １６日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」  

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつ
つ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、２００６
(平成１８)年６月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」
が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年１２月１０日から同月
１６日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされています。 
日本の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題

への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、私たちがこの問題についての関心
と認識を深めていくことが大切です。 

             


